
⾼等学校等教育職給料表
令和7年4⽉1⽇時点

（⼈） （％） 任命権者 職名 （⼈） （⼈） （％） 段階
講師 1,745
養護助教諭 48
実習助⼿ 400
実習助⼿(臨時的任⽤職員) 41
実習助⼿(再任⽤) 44
寄宿舎指導員 13
寄宿舎指導員（臨時的任⽤職員） 21

計 2,312
教育庁 指導主事 112

教諭 9,701
教諭（再任⽤） 842
養護教諭 261
養護教諭（再任⽤） 24
栄養教諭 33
総括実習助⼿ 81
総括寄宿舎指導員 10
教諭（指導専任） 65

計 11,129

⾸席 449
指導教諭 66
指導養護教諭 6
指導栄養教諭 4

計 525

主任指導主事 38
主任指導主事（再任⽤） 1
管理主事 9
主任社会教育主事 1
教頭 225
教頭（再任⽤） 39

計 313
⾸席指導主事 22
⾸席管理主事 2
校⻑ 117
准校⻑ 27
校⻑（再任⽤） 64
校⻑（任期付職員） 9
准校⻑（任期付職員） 1

計 242
合計 14,521 100.0

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

15.9 講師級

２級

１   ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の教諭の職務⼜は
      養護教諭若しくは栄養教諭の職務(他の職務
      の級に定めのあるものを除く。)
２   ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の実習助⼿(担任
      する事務を総括する実習助⼿に限る。)の職務
３   特別⽀援学校の寄宿舎指導員(担任する事務を
      総括する寄宿舎指導員に限る。)の職務
４   指導主事⼜は社会教育主事の職務(他の職務の
      級に定めのあるものを除く。)
５   1の職務とその複雑及び困難の度が同程度の
      職務で⼈事委員会規則で定めるもの

11,129 76.6 11,129 76.6 教諭級

１級

１   ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の講師(⼈事委員
      会規則で定める職を除く。)、助教諭若しく
      は養護助教諭の職務⼜は実習助⼿の職務(他
      の職務の級に定めのあるものを除く。)
２   特別⽀援学校の寄宿舎指導員の職務(他の職
      務の級に定めのあるものを除く。)

2,312 15.9 2,312学校

学校

⾸席・指導教
諭級

３級
１ ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の教頭の職務
２ 相当⾼度の知識⼜は経験を必要とする指導主事
      ⼜は社会教育主事

313 2.2 313 2.2 教頭級

特２級

１   ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の主幹教諭の職務
２   ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の指導教諭、養護
      教諭(養護教諭その他の職員に対して、教育指
      導の改善及び充実のために必要な指導及び助
      ⾔を⾏う養護教諭に限る。)⼜は栄養教諭(栄養
      教諭その他の職員に対して、教育指導の改善
      及び充実のために必要な指導及び助⾔を⾏う
      栄養教諭に限る。)の職務

525 3.6 525 3.6

学校

教育庁

校⻑級４級
１ ⾼等学校⼜は特別⽀援学校の校⻑の職務
２ ⾼度の知識⼜は経験を必要とする指導主事⼜は
      社会教育主事

242 1.7 242 1.7

教育庁

学校

学校



⼩学校・中学校教育職給料表

（⼈） （％） 任命権者 職名 （⼈） （⼈） （％） 段階
講師 4,331
養護助教諭 132

計 4,463
指導主事 47
社会教育主事 1
教諭 19,412
教諭（再任⽤） 247
養護教諭 743
養護教諭（再任⽤） 21
栄養教諭 211
栄養教諭（再任⽤） 11
教諭（指導専任） 59

計 20,752
⾸席 394

指導教諭 758

指導養護教諭 30

指導栄養教諭 10

計 1,192
主任指導主事 24
管理主事 5
副校⻑ 14
教頭 876
教頭（再任⽤） 6

計 925
⾸席指導主事 11
⾸席管理主事 1
校⻑ 763
校⻑（再任⽤） 88
校⻑（任期付職員） 8

計 871
合計 28,203 100.0

等級
等級別基準職務表に規定する

基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

３級

１ ⼩学校、中学校⼜は義務教育学校の副校⻑⼜は
      教頭の職務
２ 相当⾼度の知識⼜は経験を必要とする指導主事
      ⼜は社会教育主事

講師級

２級

１   小学校、中学校⼜は義務教育学校の教諭の職務
      ⼜は養護教諭若しくは栄養教諭の職務(他の職務
      の級に定めのあるものを除く。)
２ 指導主事⼜は社会教育主事の職務(他の職務の級
      に定めのあるものを除く。)
３ 1の職務とその複雑及び困難の度が同程度の職
      務で⼈事委員会規則で定めるもの

20,752 73.6 20,752 73.6 教諭級

１級
小学校、中学校⼜は義務教育学校の講師(⼈事委員会規
則で定める職を除く。)、助教諭⼜は養護助教諭の職務

4,463 15.8 4,463 15.8

⾸席・指導教
諭級

特２級

１ 小学校、中学校⼜は義務教育学校の主幹教諭の
      職務
２   小学校、中学校⼜は義務教育学校の指導教諭、
      養護教諭(養護教諭その他の職員に対して、教育
      指導の改善及び充実のために必要な指導及び助
      ⾔を⾏う養護教諭に限る。)⼜は栄養教諭(栄養教
      諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び
      充実のために必要な指導及び助⾔を⾏う栄養教
      諭に限る。)の職務

1,192 4.2 1,192 4.2学校

校⻑級４級
１ ⼩学校、中学校⼜は義務教育学校の校⻑の職務
２ ⾼度の知識⼜は経験を必要とする指導主事⼜は
      社会教育主事

871 3.1 871 3.1

教委事務局

学校

925 3.3 925 3.3 教頭級

教委事務局

学校

学校

教委事務局

学校


